
ノ
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ト

イ
ラ
ン
国
ポ
レ

●

ノ
ウ
村
の
農
地
売
買
契
約
文
書
に
つ
い
て
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勝

藤

猛

一
　
文
書
の
背
景

　
イ
ラ
ン
国
フ
ァ
ー
ル
ス
州
の
ポ
レ
・
ノ
ウ
℃
o
賢
①
ム
o
g
と
い
う
農
村
で
発

見
し
た
ペ
ル
シ
ア
語
文
書
の
解
説
を
試
み
る
。
こ
れ
は
昭
和
四
十
七
年
度
文

部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
海
外
学
術
調
査
）
に
よ
る
「
西
ア
ジ
ア
農
村
の

人
文
地
理
学
的
調
査
」
　
（
研
究
担
当
者
1
1
大
野
盛
雄
東
大
教
授
）
の
研
究
協

力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
筆
者
の
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
中

に
住
ん
で
調
査
し
て
い
る
う
ち
に
、
農
民
の
雷
と
し
て
「
地
主
が
・
。
§
匿
の

と
り
き
め
に
従
っ
て
水
の
配
分
を
し
な
い
の
で
困
る
」
と
い
う
不
満
を
聞
い

た
。
そ
こ
で
そ
の
サ
ナ
ド
な
る
も
の
を
持
っ
て
来
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
農
地

改
革
政
策
に
も
と
つ
く
地
主
と
農
民
の
聞
の
農
地
売
買
契
約
書
で
あ
り
、
筆

者
が
そ
の
読
解
を
担
令
し
た
。

　
そ
も
そ
も
顯
ア
ジ
ア
の
饗
村
で
文
書
を
発
見
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
ま
れ

で
あ
る
。
四
十
五
年
度
の
調
査
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
の
二
箇
所
の
農
村
で

行
わ
れ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
一
片
の
文
書
も
目
撃
し
な
か
っ
た
。

農
民
た
ち
の
多
く
は
文
盲
で
あ
り
、
ま
た
文
書
を
必
要
と
し
な
い
。
農
作
業

で
も
用
水
の
配
分
で
も
記
憶
に
頼
っ
て
遂
行
し
て
い
る
。
と
く
に
用
水
の
配

分
の
法
則
は
か
な
り
複
雑
で
、
部
外
者
に
は
容
易
に
理
解
で
き
な
い
が
、
そ

れ
で
も
記
録
を
用
い
な
い
。

　
ペ
ル
シ
ア
語
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
表
記
さ
れ
、
そ
の
書
体
と
し
て
⇒
舘
圏

楷
書
と
、
昌
霧
欝
、
｝
置
行
書
と
、
旨
Φ
冨
ω
＄
草
書
の
三
体
が
あ
り
、
手
書
は

最
後
者
に
よ
る
。
こ
の
文
書
も
そ
れ
に
よ
る
手
書
で
あ
る
。

　
こ
の
文
書
を
読
解
す
る
に
当
っ
て
、
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
農
民
、
テ
ヘ
ラ
ン
大

学
学
生
、
在
日
イ
ラ
ン
人
、
テ
ヘ
ラ
ン
大
学
日
本
人
留
学
生
た
ち
を
参
考
人

と
し
た
。
そ
の
結
果
つ
ぎ
の
事
柄
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
本
村
の
農
民
中
も

っ
と
も
教
養
あ
る
一
小
学
校
程
度
i
も
の
、
後
出
の
濃
民
表
⑳
ロ
ス
タ
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ム
・
コ
ル
バ
…
ニ
ー
で
も
こ
の
文
書
を
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
、
こ

の
種
の
文
書
は
内
容
が
特
殊
で
あ
り
、
そ
の
文
体
も
教
養
の
低
い
人
の
手
に

な
る
た
め
劣
悪
で
、
一
般
の
知
識
入
に
と
っ
て
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
こ
と
、

も
し
充
分
に
理
解
し
た
け
れ
ば
書
い
た
人
に
聞
く
ほ
か
な
い
こ
と
、
わ
が
国

で
こ
の
種
の
文
書
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。

　
さ
て
イ
ラ
ン
に
お
け
る
農
地
改
革
は
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
一
九
六
二

年
一
月
、
農
地
改
革
法
が
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
厨
的
は
地
主
一
人
の
所
有
限

度
を
一
か
村
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
イ
ラ
ン
で
地
主
の
所
有
規
模
は
、
面

積
の
数
値
で
な
く
「
村
を
い
く
つ
」
と
表
現
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
二

つ
以
上
の
村
を
も
つ
地
主
は
ど
の
村
を
自
分
の
所
有
と
し
て
残
す
か
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
い
く
つ
も
の
村
に
ま
た
が
っ
て
合
計
六
ダ
ー
ソ
グ
所

有
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

　
翌
六
三
年
に
第
二
段
階
と
し
て
農
地
改
革
法
案
加
法
に
よ
り
、
前
段
階
で

除
外
さ
れ
た
農
地
の
解
放
が
行
わ
れ
、
地
主
は
次
の
五
つ
の
う
ち
の
｝
つ
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
一
、
賃
貸
。
二
、
売
却
。
三
、
分
割
。
四
、
地
主
と

農
民
に
よ
る
農
業
組
合
の
設
立
。
五
、
小
作
権
の
買
上
。
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の

場
合
は
「
分
割
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
方
法
は
ラ
ム
ト
ン
『
農
地

改
革
』
第
一
一
章
「
第
二
段
階
の
施
行
」
に
よ
れ
ば
「
フ
ァ
ー
ル
ス
州
で
は

広
く
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
分
益
契
約
が
概
し
て
農
民
に
不
利

で
、
つ
ま
り
農
工
の
取
分
が
少
な
く
、
多
く
の
場
合
、
四
分
の
一
、
ま
た
は

五
分
の
一
と
い
う
低
さ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
分
益

比
と
等
し
く
農
地
を
分
割
す
る
と
い
う
こ
の
方
法
は
地
主
に
有
利
、
農
民
に

不
利
で
あ
っ
た
。
」

　
な
お
イ
ラ
ン
の
農
村
を
論
ず
る
に
当
っ
て
次
の
語
彙
を
知
っ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
は
農
地
改
革
法
第
一
条
に
見
え
る
定
義
で
あ
り
、
テ
ヘ
ラ
ン

地
方
の
用
語
と
思
わ
れ
る
が
、
イ
ラ
ン
全
土
に
及
ぼ
し
て
も
差
し
支
え
な
い

も
の
で
あ
る
。

　
農
民
　
N
習
Φ
．
「
土
地
を
も
た
ず
、
農
業
諸
要
素
の
一
つ
以
上
を
選
直
し
、

自
分
ひ
と
り
で
、
ま
た
は
家
族
の
協
力
を
え
て
、
地
主
所
有
の
土
地
で
直
接

に
農
業
を
行
な
い
、
収
穫
の
一
定
部
分
を
現
金
ま
た
は
現
物
に
よ
っ
て
地
主

に
さ
し
出
す
者
」

　
耕
牛
所
有
者
σ
Q
卿
く
む
霞
鳥
　
「
土
地
を
も
た
ず
、
農
業
諸
要
素
の
一
つ
以

上
を
所
有
し
、
農
耕
者
ま
た
は
農
業
労
働
者
を
使
用
し
て
地
主
の
土
地
の
耕

作
を
行
な
い
、
収
穫
の
一
定
部
分
を
現
金
ま
た
は
現
物
で
地
主
に
さ
し
出
す

者
」　

農
耕
者
げ
髪
N
①
σ
Q
霧
「
土
地
を
も
た
ず
、
他
の
農
業
諸
要
素
も
も
た
ず
、

農
業
労
働
遂
行
に
対
し
て
収
穫
の
取
分
を
地
主
ま
た
は
耕
牛
所
有
者
か
ら
受

け
取
る
者
」

　
農
業
労
働
者
　
げ
鍵
σ
Q
ρ
7
？
搾
①
ω
げ
軽
く
舞
N
同
　
「
土
地
も
他
の
農
業
諸
要
｝
素
も
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も
た
ず
、
一
定
の
農
業
活
動
遂
行
に
対
し
て
賃
金
（
現
金
ま
た
は
現
物
）
を

受
け
取
る
者
」

　
地
主
　
髭
跳
⑦
擢
「
土
地
を
所
有
し
、
み
ず
か
ら
は
農
耕
に
従
事
し
な
い

者
」　

こ
こ
で
い
う
「
農
業
諸
要
素
」
と
は
土
地
・
水
・
種
子
・
役
畜
・
労
働
力

の
五
つ
を
い
う
。
こ
の
う
ち
水
は
普
通
は
土
地
に
附
属
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
は
地
主
の
所
有
で
あ
る
。
地
主
以
外
の
四
者
に
つ
い
て
「
他
の
農
業
諸
要

素
」
と
あ
る
う
ち
「
労
働
力
」
だ
け
は
も
っ
て
い
る
の
で
、
種
子
と
役
畜
を

指
す
も
の
と
考
え
た
い
。
以
上
五
者
を
階
層
区
分
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
！
．
地
主
層
　
　
「
地
主
」
こ
れ
は
普
通
は
都
市
に
住
む
不
在
地
主
で
あ
る
。

胃
び
餌
σ
と
も
い
う
。

　
2
．
中
問
層
　
　
「
耕
牛
所
有
潜
」
土
地
こ
そ
も
た
な
い
が
、
人
を
雇
っ
て

自
主
的
な
農
業
経
営
を
行
な
う
。

　
3
．
農
民
層
　
「
艘
民
」
「
農
耕
者
」
前
者
は
種
子
ま
た
は
役
畜
を
も
つ

が
、
後
老
は
も
た
な
い
。
と
も
に
地
主
と
の
問
に
分
量
契
約
（
多
く
は
口
頭

に
よ
る
）
が
結
ば
れ
て
お
り
、
小
作
権
塁
。
。
駕
の
持
主
で
あ
る
。
経
営
は

地
主
が
管
理
す
る
。
影
、
寡
暮
と
呼
ば
れ
、
農
地
改
革
に
よ
り
土
地
を
得
た

者
は
鳥
O
び
ゆ
習
と
呼
ば
れ
る
。

　
4
．
非
農
民
層
　
「
農
業
労
働
者
」
こ
れ
は
小
作
権
を
も
た
ず
、
農
業
そ

の
他
の
単
純
肉
体
労
働
に
従
事
し
て
日
給
を
得
る
。
こ
れ
ら
村
内
の
住
民
で

小
作
権
を
も
た
な
い
者
は
罵
げ
♂
。
。
び
器
珍
冒
と
呼
ば
れ
、

に
含
ま
れ
る
。
村
内
で
の
社
会
的
地
位
は
低
い
。

二
　
文
書
の
内
容

商
店
主
も
こ
の
中

　
　
　
　
　
　
a
．
地
　
　
　
主

　
次
に
内
容
の
検
討
を
す
る
。
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
売
主
つ
ま
り
地

主
に
つ
い
て
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
で
土
地
の
持

分
を
表
す
の
に
、
全
体
を
六
等
分
し
、
そ
の
一
つ
を
一
畠
9
σ
q
と
い
う
。
こ

の
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
地
主
と
そ
の
持
分
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。
単
位
は
ダ
ー
ソ
グ
。

　
デ
フ
カ
ー
ソ
家
…
…
一
ニ
　
ジ
ョ
ウ
カ
ー
ル
家
…
…
一
・
五
　
ア
ブ
ド
ッ
ラ

ー
ヒ
ー
家
：
・
・
：
一
。
五

　
そ
し
て
こ
の
比
率
は
土
地
を
区
分
す
る
こ
と
な
く
、
収
穫
物
の
配
分
を
も

っ
て
す
る
。
こ
う
い
う
所
有
を
欝
。
・
・
冨
、
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
土
地
を

区
分
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
臼
臥
昌
N
と
い
う
。

　
こ
の
三
家
族
の
う
ち
現
実
に
こ
の
村
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
ア
ブ
ド
ッ

ラ
ー
ヒ
…
家
の
家
長
モ
ス
タ
フ
ァ
…
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
で
あ
る
。
他
の

地
主
は
農
昆
の
言
に
よ
れ
ば
峯
6
葛
〔
δ
（
眠
っ
て
い
る
）
で
あ
り
、
代
理

人
を
通
し
て
収
穫
物
を
受
け
取
る
だ
け
で
農
民
と
面
識
は
な
い
。

　
次
に
各
家
族
中
の
個
人
の
持
分
を
示
す
。
姓
は
ロ
ー
マ
字
の
頭
文
字
で
示
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故
モ
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ー
ケ
ル
．
D

故
モ
ル
タ
ザ
ー
・
コ
リ
ー

　
マ
フ
ム
ー
ド
・
D

｝ー
ア
リ
…
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
D

故
フ
ァ
ー
テ
メ
・
ヘ
ダ
ー
ヤ
ト

ー
モ
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ー
ケ
ル
・
ソ
フ
ラ
ー
ブ
・
D

［
サ
ブ
・
i
ナ
美
．
D
♀
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シ
ョ
ウ
カ
ト
・
セ
パ
ー
シ
ー

♀

♀

す
。
♀
印
は
女
性
、
他
は
男
性
で
あ
る
。
ま
ず
デ
フ
カ
ー
ソ
家
。

　
マ
フ
ム
ー
ド
…
…
一
　
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
…
…
一
　
故
フ
ァ
ー
テ
メ

・
ヘ
ダ
ー
ヤ
ト
の
相
続
人
（
子
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
バ
ー
ケ
ル
・
ソ
フ
ラ
ー
ブ
、

子
サ
フ
ィ
ー
・
ナ
…
ズ
、
配
偶
者
ア
リ
i
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
、
母
シ
ョ
ウ
カ
ト

・
セ
パ
ー
シ
ー
の
四
人
置
…
…
一
　
計
三
ダ
ー
ン
グ

　
こ
れ
ら
の
う
ち
マ
フ
ム
ー
ド
だ
け
は
フ
ァ
ー
ル
ス
州
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
住

ん
で
い
る
の
で
、
み
ず
か
ら
こ
の
売
買
を
行
な
っ
た
が
、
他
の
四
人
は
委
任

状
を
も
っ
て
マ
フ
ム
ー
ド
に
取
引
を
委
任
し
た
。
四
人
の
う
ち
三
人
置
氏
名

不
鴉
）
は
テ
ヘ
ラ
ン
に
住
ん
で
お
り
、
テ
ヘ
ラ
ン
の
公
証
人
役
場
発
行
の
委

任
状
を
、
一
人
は
ベ
イ
ル
ー
ト
に
住
ん
で
い
て
、
そ
の
地
の
イ
ラ
ン
総
領
事

館
の
承
認
を
経
た
委
任
状
を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
て
い
る
。
な
お
公
文
書
に

は
発
行
者
と
番
号
と
発
行
年
月
日
が
記
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。

　
次
に
ジ
ョ
ウ
カ
ー
ル
家
は
、
ハ
ー
ジ
…
（
メ
ッ
カ
参
詣
者
の
称
号
）
・
ア

リ
i
・
ア
ク
バ
ル
・
ジ
ョ
ウ
カ
ー
ル
一
人
で
一
・
五
ダ
ー
ソ
グ
を
所
有
す
る
。

　
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
家
は
次
の
よ
う
な
持
分
で
あ
る
。

故
モ
ハ
ζ
ド
．
ホ
セ
イ
ソ
］

ー
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
・

A
i
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
A

　
　
ー
ナ
ー
デ
ル
・
A

　
　
ー
マ
フ
ブ
…
べ
・
A
♀

　
　
ー
マ
フ
ラ
カ
ー
・
A
♀

　
　
ー
フ
ェ
リ
ー
バ
1
・
A
♀

ooooo
五二二ニニ
　五五五五

　
文
書
作
成
当
時
の
年
齢
は
、
モ
ハ
ソ
マ
ド
一
四
歳
、
マ
フ
ブ
ー
ベ
一
八
歳
、

フ
ェ
リ
ー
バ
ー
六
層
目
他
の
二
人
に
は
記
載
が
な
い
。
ま
た
モ
ハ
ソ
マ
ド
と

フ
ェ
リ
ー
バ
ー
の
二
人
は
年
少
な
の
で
、
父
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
が
後
見
人
と
し

て
取
引
を
行
な
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
他
の
三
人
と
も
若
い
は
ず
で
、
こ
の

取
引
が
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
の
意
志
に
よ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
彼
が

こ
の
村
の
事
実
上
の
地
主
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
b
．
農
　
　
　
民

　
次
に
買
主
と
し
て
三
六
人
の
農
民
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
、
各
人
の
番
号
、

姓
名
、
身
分
証
明
書
。
・
プ
窪
器
出
帥
き
。
の
発
行
地
と
番
号
、
そ
れ
に
父
の
名

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
衷
記
す
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。
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番
号

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠o

名

ネ
ガ
フ
ダ
ー
ル

レ
イ
ハ
ー
ソ

シ
ャ
ム
ス
・
ア
リ
ー

コ
リ
ー

ジ
ャ
ー
ン
・
ア
リ
…

ゴ
ラ
ー
ム
・
レ
ザ
ー

ベ
グ
・
ミ
ー
ル
ザ
ー

ア
リ
…
・
ホ
セ
イ
ン

ア
ブ
ド
ル
・
ホ
セ
イ
ン

ホ
セ
イ
ソ
・
コ
リ
ー

ア
ボ
ル
・
カ
ー
セ
ム

ヴ
ァ
リ
ー

モ
ハ
ソ
マ
ボ
．
ホ
セ
イ
ン

ピ
ー
ル
・
ア
リ
ー

サ
マ
ド

オ
ル
ー
ジ

エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム

ア
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ン

ア
ラ
ム
ダ
…
ル

ア
リ
ー

ア
リ
i
・
モ
ラ
ー
ド

ホ
ダ
ー
。
モ
ラ
ー
ド

ハ
ー
ン
・
ジ
ャ
ー
ソ

ア
ヴ
ァ
ズ

ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
ド

セ
イ
フ
ォ
ッ
ラ
ー

カ
ー
カ
ー
・
ジ
ャ
」
ン

姓

マ
フ
ム
ー
デ
ィ
…

ミ
ー
ル
ザ
ー
イ
ー

カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ

バ
ー
ダ
キ
ー

カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ

ゴ
ラ
…
ミ
ー

ケ
シ
ャ
ー
ヴ
ァ
ル
ズ

モ
ラ
…
一
ア
ィ
ー

ハ
リ
ー
リ
ー

バ
ー
セ
リ
ー

シ
ャ
ム
シ
ー
リ
ー

コ
ル
バ
ー
二
ー

モ
ラ
ー
デ
ィ
ー

カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ

ラ
フ
ィ
ー
イ
ー

ミ
ー
ル
ザ
．
ー
イ
ー

ナ
ー
ム
ヴ
ァ
ル

ア
サ
デ
ィ
ー

レ
ザ
ー
イ
ー

コ
ル
パ
ー
ニ
ー

モ
ラ
ー
デ
ィ
ー

モ
ラ
…
デ
ィ
ー

フ
ァ
ル
ハ
ー
ド
プ
ー
ル

フ
ァ
ル
ハ
ー
デ
ィ
ー

マ
フ
ム
ー
デ
ィ
ー

プ
．
ア
ル
ハ
ー
ド
プ
ー
ル

ァ
サ
デ
」
1

身
　
分
　
証
　
明
　
書

冊
　
行
　
地

ハ
ム
セ
族

ア
ー
ベ
・
ガ
ル
ム

ハ
サ
ン
ア
ー
バ
ー
ド

バ
ー
ダ
キ
ー

マ
ル
ヴ
ダ
シ
ェ
ト

パ
…
ダ
キ
ー

ア
ー
ベ
・
ガ
ル
ム

バ
…
ダ
キ
一
族

パ
ー
ダ
キ
ー

バ
ー
セ
リ
ー
族

パ
ー
ダ
キ
ー

ポ
レ
・
ノ
ウ

ポ
レ
・
ノ
ウ

バ
ー
ダ
キ
！

ラ
フ
マ
ト
ア
ー
バ
ー
ド

ポ
レ
・
ノ
ウ

ジ
ャ
フ
ロ
ム

カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ

シ
ュ
ル
・
バ
ー
フ
ル
ー
族

ポ
レ
・
ノ
ウ

バ
ー
ダ
キ
ー

ポ
レ
・
ノ
ウ

フ
ァ
ル
ハ
ー
デ
ィ
ー
族

フ
ァ
ル
ハ
ー
デ
ィ
ー
族
．

ポ
レ
・
ノ
ウ

ア
ー
ヴ
ァ
ン
ジ
ャ
ー
ン

カ
ラ
・
コ
ラ
…
グ

番
　
号

　　八三　　　　七六　　　一・…　　一六　一　　一　　八
四　　〇九　　　七〇三一　九〇九　一顯　琶　九五照一五
七三二〇五五六一九二四〇一七二八五六五七三一八五六五八

父

の

名

ゾ
ル
・
カ
ド
ル

シ
ャ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー

フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー

ゴ
ラ
ー
ム
・
ホ
セ
イ
ン

ロ
ト
フ
・
ア
リ
ー

サ
フ
ァ
ル
・
ロ
リ
ー

ダ
・
バ
ー
シ
ー

ア
ッ
ラ
…
・
モ
ラ
ー
ド

ア
ラ
ブ

ア
リ
ー
・
コ
リ
ー

ガ
ザ
ン
フ
ァ
ル

ァ
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド

ア
ッ
ラ
ー
・
モ
ラ
ー
ド

ロ
ト
フ
・
ア
リ
ー

ア
ッ
ラ
ー
・
カ
ラ
ム

シ
ャ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
…

ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー

カ
ー
カ
ー
」
ジ
ヤ
ー
ン

カ
ー
カ
ー
・
コ
リ
ー

ア
リ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド

ア
ツ
ラ
i
・
モ
ラ
ー
ド

ア
リ
ー
・
モ
ラ
…
ド

モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ハ
ー
ン

ア
リ
ー

ジ
ャ
マ
ー
ル

モ
ハ
ン
マ
ド
P
・
ハ
ー
ン

ピ
ー
ル
・
モ
ラ
ー
ド
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＠　as　＠＠＠＠＠＠＠

パ
ル
ヴ
ァ
ー
ネ

ロ
ス
タ
ム

ホ
セ
イ
ン

コ
パ
ー
ド

ハ
ム
ゼ

カ
ー
セ
ム

ク
…
チ
ェ
ク
・
ア
リ
…

、
り
ー
レ

！
　
　
　
　
　
ノ

モ
フ
タ
ー
ル

ク
ー
チ
ェ
キ
ー

コ
ル
“
ハ
ー
ニ
ー

ア
サ
デ
ィ
ー

ア
サ
デ
ィ
…

カ
ラ
・
糞
ラ
ー
グ

コ
ル
バ
ー
二
～

フ
ァ
ル
ハ
ー
ド
プ
ー
ル

ア
ス
カ
リ
…

コ
ル
バ
ー
ニ
ー

カ
ラ
、
・
・
；
族

ア
ー
ベ
・
ガ
ル
ム

カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ

ア
ー
ヴ
ァ
ソ
ジ
ャ
ー
ン

ハ
サ
ソ
ア
ー
バ
ー
ド

ポ
レ
・
ノ
ウ

フ
ァ
ル
ハ
ー
デ
ィ
ー
族

カ
シ
晶
力
…
イ
ー
第
「
区

ポ
レ
・
ノ
ウ

　
　
穴
二
七

　
　
　
　
二

　
　
　
一
九

　
　
　
　
二

　
　
　
四
八

　
　
　
　
一

　
　
四
〇
九

一
五
、
二
七
一

　
　
　
　
一

アモァァフシシアサ
リノ、ジリアi1ジノレ
1ン1】トルル1ダ
・　マ

モド
ーS　．

ンエ
マフ
ドラ

　1
　ヒ
　1
　ム

・フ…　　1
モ・ハハモル
ハアllハ
ソリソンン
v】　　マ
ド　　　ド
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三
六
名
の
う
ち
の
血
縁
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

勅
［
鯛
［
総
［
翻

⑳
1
⑱

1
④

i
。
1
⑥

一
⑧1

⑬
一
⑳
1
⑳

幽幽毒毒薬

1［
＠＠

　
こ
の
村
の
農
民
の
住
地
は
三
箇
所
よ
り
成
る
。
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
は
二
つ
の

住
居
区
に
分
か
れ
、
一
は
そ
の
規
模
が
大
な
る
た
め
σ
o
N
o
諮
（
大
）
、
ま
た

は
用
水
路
の
下
流
に
当
る
た
め
冨
営
（
下
）
と
呼
ば
れ
、
他
は
こ
れ
に
対

し
て
匿
魯
。
翻
（
小
）
ま
た
は
げ
跳
9
1
（
上
）
と
呼
ば
れ
る
。
後
者
は
前
者
の

西
北
約
ニ
キ
ロ
に
あ
る
。
ま
た
前
者
の
西
約
四
キ
ロ
に
ド
ム
・
ア
フ
シ
ャ
ー

ソ
村
が
あ
り
、
こ
こ
に
住
む
者
も
い
る
。

　
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
（
大
）
…
…
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
⑳
⑫
⑭
⑮
⑯
⑲
⑳
⑳
⑳

＠
⑭
曾
　
計
二
〇
名

　
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
（
小
）
…
…
①
③
⑬
⑰
⑲
⑳
⑫
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
＠
　
計
一

四
名

　
ド
ム
・
ア
フ
シ
ャ
ー
ソ
村
…
…
曾
⑳
計
二
名

　
イ
ラ
ン
の
他
の
村
落
と
同
様
に
、
そ
し
て
農
地
改
革
以
前
と
同
じ
く
、
こ

の
村
の
農
民
も
耕
作
組
を
作
っ
て
い
る
。
一
組
四
名
、
計
九
組
で
あ
る
。
即

ち
「
大
」
の
二
〇
名
に
「
小
」
の
二
名
、
ド
ム
・
ア
フ
シ
ャ
ー
ン
の
二
名
、

計
二
四
名
で
六
組
、
「
小
」
の
＝
一
名
で
三
組
で
あ
る
。
組
の
編
成
は
血
縁

や
姻
戚
を
重
ん
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
村
の
役
職
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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村
長
ぎ
α
回
費
○
盆
…
…
「
大
」
⑯
「
小
」
⑧

　
柑
議
会
（
大
小
を
通
じ
て
一
）
…
…
議
長
⑳
、
副
議
長
⑳
、
会
計
⑰
〉
、
書

記
⑰
、
議
員
⑭

　
村
に
は
役
場
は
な
い
。
村
長
は
農
民
か
ら
選
ば
れ
て
地
主
や
行
政
機
関
と

の
折
衝
に
当
る
。
村
議
会
は
議
長
ロ
ス
タ
ム
の
存
在
が
臼
だ
つ
だ
け
で
あ
る
。

書
記
は
彼
に
よ
れ
ば
σ
叫
あ
僧
く
鍛
（
文
畜
）
で
あ
る
と
い
う
。

　
コ
ル
バ
ー
二
一
家
の
五
入
の
黒
黒
が
そ
れ
ぞ
れ
一
耕
作
権
ず
つ
所
有
す
る

の
は
注
潤
す
べ
き
で
あ
る
。
上
か
ら
三
人
、
ロ
ス
タ
ム
、
ヴ
ァ
リ
i
、
ア
リ

ー
の
三
人
は
家
族
と
と
も
に
「
大
」
に
、
下
の
二
日
、
カ
ー
セ
ム
と
モ
フ
タ

ー
ル
は
独
身
で
父
ア
リ
・
モ
ハ
ン
マ
ド
と
と
も
に
ド
ム
・
ア
フ
シ
ャ
ー
ソ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
住
む
（
第
四
章
参
照
）
。

　
こ
れ
ら
農
斑
の
ほ
か
に
、
耕
作
権
を
も
た
な
い
人
、
い
わ
ゆ
る
ホ
シ
ュ
ネ

シ
ー
ソ
が
数
人
い
る
。
彼
ら
は
村
内
で
発
言
権
を
も
た
な
い
。
し
か
し
近
く

の
運
河
工
事
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
技
術
援
助
に
よ
る
）
で
労
働
に
従
事
し
、
農

民
な
み
の
収
入
を
得
て
い
る
（
第
四
章
参
照
）
。

　
機
民
の
姓
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
イ
ラ
ン
人
が
姓
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
先
王
レ
ザ
ー
・
シ
ャ
ー
の
治
世
下
で
、
そ
れ
も

ま
ず
都
市
に
普
及
し
て
か
ら
農
村
に
及
ん
で
き
た
。
全
国
民
が
身
分
証
明
書

を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
農
民
も
姓
を
用
い
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
村

民
同
士
で
姓
を
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
な
く
姓
を
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
名

を
呼
び
捨
て
に
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
ロ
ス
タ
ム
だ
け
は
コ
ル
バ
ー
二

i
家
の
長
男
と
い
う
こ
と
で
尊
敬
さ
れ
て
い
る
の
か
、
敬
称
を
つ
け
て
「
ロ

ス
タ
ム
・
ハ
…
ソ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
妻
が
夫
を
呼
ぶ
と
き
も
、
名
の
後

に
「
ハ
ー
ン
」
を
つ
け
る
。
姓
の
作
り
方
の
一
つ
は
、
父
の
名
の
後
に
母
音

「
イ
ー
」
を
附
け
る
こ
と
で
、
例
え
ば
②
レ
イ
ハ
ー
ン
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
イ
ー

は
、
父
シ
ャ
ー
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
「
ミ
ー
ル
ザ
ー
」
に
「
イ
ー
」
を
附
け
た

も
の
、
ま
た
⑳
ア
リ
ー
・
モ
ラ
ー
ド
の
姓
「
モ
ラ
ー
デ
ィ
ー
」
も
父
の
名

ア
ッ
ラ
ー
・
モ
ラ
ー
ド
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ
ρ
鴛
騨

ρ
o
一
2
1
σ
q
げ
（
ト
ル
コ
語
「
黒
い
耳
」
）
と
い
う
姓
は
、
彼
ら
が
属
し
て
い
た
ト

ル
コ
系
遊
牧
罠
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
族
の
氏
族
名
で
あ
る
。

　
イ
ラ
ン
人
の
姓
は
こ
の
よ
う
に
最
近
に
な
っ
て
政
府
の
方
針
と
し
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
国
や
日
本
の
そ
れ
の
よ
う
な
家
系
の
伝
統
を
負
っ

た
も
の
で
は
な
い
。
⑭
ピ
ー
ル
・
ア
リ
ー
の
子
ホ
ダ
ー
・
カ
ラ
ム
は
父
の
ト

ル
コ
語
姓
を
嫌
い
、
　
「
サ
ー
サ
ー
ソ
プ
ー
ル
」
と
い
う
優
雅
な
ペ
ル
シ
ア
語

の
姓
を
み
ず
か
ら
作
っ
て
い
る
。

　
⑦
ベ
グ
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
「
ベ
グ
」
は
ト
ル
コ
語
の
敬
称
、
そ
の
長
男
は

「
ハ
ー
ン
」
：
ミ
！
ル
ザ
ー
、
次
男
は
「
シ
ャ
ー
」
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
で
あ
る
。

ベ
グ
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
父
ダ
・
パ
1
シ
ー
O
鈴
財
ぴ
卸
ω
寓
は
ペ
ル
シ
ア
語
と

ト
ル
コ
語
か
ら
成
り
、
　
「
十
人
長
」
の
意
で
、
ト
ル
コ
．
モ
ン
ゴ
ル
族
の
十

進
法
兵
制
と
関
係
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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次
に
問
題
に
し
た
い
の
は
身
分
証
明
書
の
発
行
地
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
こ
の
村
の
農
民
の
繊
身
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
地
名
で
、

ま
た
あ
る
も
の
は
部
族
名
で
示
さ
れ
て
い
る
。
地
名
は
⑰
の
ジ
ャ
フ
ロ
ム
が

シ
ー
ラ
ー
ズ
の
東
南
約
二
〇
〇
キ
ロ
に
あ
る
の
を
除
き
、
い
ず
れ
も
ポ
レ
・

ノ
ウ
村
か
ら
二
〇
キ
ロ
以
内
に
あ
る
。
⑧
「
バ
ー
ダ
キ
i
族
」
が
「
バ
ー
ダ

キ
…
」
村
と
同
じ
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
も
し
同
じ
と
す
れ
ば
、
部
族
名

で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
①
⑩
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑧
⑳
の
＝
名
で
、
彼
ら
は

部
族
濡
す
な
わ
ち
遊
牧
民
で
あ
っ
た
の
が
定
着
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
フ
ァ
ー
ル
ス
州
に
は
、
ハ
ム
セ
麟
げ
ρ
欝
ω
①
と
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
ρ
霧
げ
ゆ
鐵

と
い
う
二
大
遊
牧
集
団
が
あ
る
。
ハ
ム
セ
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
五
」
を
意
味

し
、
次
の
五
部
族
連
合
体
で
あ
る
。
下
記
は
そ
の
母
語

バ　ア
！　ラ

セ　ブ
リ
I

psd

．u｝

吋
一‘

ナ
フ

ア

ノレ

パ　イ

ハ　I
I　ナ
ル　】

ル　 ン’

1　ル
　　　1

一」ト
ル
コ
語

　
⑱
ほ
か
の
フ
ァ
ル
ハ
ー
デ
ィ
ー

i
セ
リ
ー
に
属
す
る
。
部
族
単
位
の
呼
称
と
し
て
、

カ
ー
イ
ー
集
団
の
段
階
を
目

　
ア
ラ
ビ
ア
語

　
ペ
ル
シ
ア
語

　
　
男
爵
冨
象
と
⑳
カ
ラ
ミ
ー
は
と
も
に
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ム
セ
集
団
、
カ
シ
ュ

（
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
語
）
と
い
い
、
そ
の
下

の
バ
ー
セ
リ
ー
、
お
よ
び
そ
の
下
の
フ
ァ
ル
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
段
階
を
銭
団
無
。

（
ア
ラ
ビ
ア
塑
㎜
）
ま
た
は
銭
同
。
（
ペ
ル
シ
ア
難
叩
）
と
い
う
。
証
壁
書
の
発
行

者
は
こ
の
三
段
階
の
ど
れ
で
も
い
い
ら
し
い
。
結
局
、
ハ
ム
セ
系
の
二
身
者

は
①
⑩
魎
⑳
璽
⑭
の
六
名
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
集
団
で
、
こ
れ
は
ト
ル
コ
語
を
母
語
と
す

る
。
し
か
し
容
貌
は
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
で
あ
る
。
カ

ラ
・
コ
ラ
ー
グ
や
シ
ュ
ー
ル
バ
ー
フ
ル
ー
ω
げ
口
巴
σ
9
，
罵
げ
露
は
そ
の
氏
族
で
あ

る
。
働
の
出
身
が
「
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
第
一
区
」
＃
O
鐸
N
①
索
①
歯
①
甲
①
ρ
霧
げ
ρ
鋤

と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
番
号
一
五
、
二
七
一
が
通
し
番
号
と
す
れ

ば
、
か
な
り
の
人
日
を
有
す
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
番
号
が
必
ず
し
も
厳
密

で
な
い
こ
と
は
⑳
と
⑧
が
と
も
に
「
ポ
レ
・
ノ
ウ
の
　
番
」
と
い
う
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。
な
お
発
行
地
が
地
名
で
カ
ラ
・
コ
ラ
ー
グ
姓
を
も
つ
も
の
と

し
て
③
⑤
⑭
＠
の
四
名
が
い
る
の
は
、
定
着
が
よ
り
早
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
・

　
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
は
村
民
の
言
に
よ
れ
ば
約
五
〇
年
前
に
遊
牧
民
が
定
着
し

て
で
き
た
と
い
う
。
記
録
が
な
い
か
ら
村
民
の
言
を
も
と
に
し
て
推
測
を
加

え
る
し
か
な
い
が
、
村
の
成
立
過
程
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

村
を
作
る
に
は
ま
ず
灌
概
組
織
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
村
の

水
源
は
コ
ル
川
で
あ
る
。
岩
膚
組
織
が
で
き
る
と
そ
れ
に
応
ず
る
農
民
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

要
で
あ
る
。
他
の
村
の
農
民
ま
た
は
ホ
シ
ュ
ネ
シ
ー
ン
を
つ
れ
て
き
た
り
、
　
⑯

ま
た
は
こ
の
地
域
と
関
係
の
あ
る
遊
牧
民
を
定
着
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
・
イ
ラ
班



ソ
の
遊
牧
民
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
そ
れ
が
な
お
古
典
的
な
形
態
を
維
持

し
て
い
る
の
に
対
し
、
階
層
分
化
が
進
ん
で
い
る
。
即
ち
遊
牧
が
大
企
業
化

し
て
、
一
方
で
は
み
ず
か
ら
は
遊
牧
し
な
い
で
都
需
に
住
む
大
量
家
畜
所
有

者
と
、
他
方
で
は
自
分
の
家
畜
を
も
た
ず
雇
傭
さ
れ
て
家
畜
の
管
理
に
従
事

す
る
者
と
に
分
解
し
、
さ
ら
に
雇
傭
の
機
会
を
失
っ
て
遊
牧
社
会
か
ら
脱
落

す
る
者
が
で
て
き
た
。
こ
の
脱
落
者
は
、
あ
る
い
は
都
市
に
流
入
し
て
日
雇

労
働
巻
と
な
り
、
あ
る
い
は
農
村
に
定
着
す
る
。
定
着
と
い
っ
て
も
簡
単
に

は
い
か
な
い
。
運
よ
く
新
し
い
村
が
で
き
て
農
民
を
募
集
中
な
ら
た
だ
ち
に

定
着
で
き
る
が
、
す
で
に
農
畏
の
定
数
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
は
欠
員
が

で
き
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
定
数
と
は
濯
概
組
織
に
相
応
す
る
も
の

で
直
る
。
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
な
ら
四
人
の
九
組
、
計
三
六
人
で
あ
る
。
ど
の
村

に
も
ホ
シ
ュ
ネ
シ
ー
ン
、
つ
ま
り
耕
作
権
を
も
ち
た
く
て
も
も
て
な
い
で
村

の
内
外
の
雑
役
に
従
事
す
る
者
が
何
人
か
は
居
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
農
村

の
労
働
力
は
余
剰
ぎ
み
で
、
し
た
が
っ
て
雇
い
主
た
る
地
主
の
立
場
が
強
い
。

た
だ
し
イ
ラ
ン
で
は
石
油
収
入
に
よ
る
公
共
事
業
が
盛
ん
で
、
こ
れ
が
農
村

の
余
翻
労
働
力
を
吸
収
で
き
る
点
、
石
抽
収
入
の
な
い
隣
国
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
よ
り
遙
か
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
近
く
で
も
運
河
開
掘
工

事
が
行
わ
れ
て
い
て
、
毎
朝
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
が
迎
え
に
来
て
、
こ
の
村
か
ら

数
人
の
労
働
者
を
運
ん
で
い
く
。
さ
て
元
遊
牧
民
が
農
村
に
倥
み
つ
い
て
農

民
の
欠
員
待
ち
の
問
、
そ
の
職
業
は
牧
畜
者
。
冨
冨
p
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
毎
朝
村
内
各
戸
の
家
畜
、
こ
れ
を
ウ
シ
と
ロ
バ
、
ヒ
ツ
ジ
と
ヤ
ギ
の

難
平
に
分
け
、
村
外
の
放
牧
地
へ
連
れ
て
行
き
、
夕
方
に
村
へ
連
れ
帰
る
の

で
あ
る
。
給
与
は
家
畜
の
数
に
応
じ
て
家
密
所
有
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
牧

畜
者
の
社
会
的
経
済
的
地
位
は
農
民
よ
り
低
い
が
、
一
応
の
生
計
は
立
て
ら

れ
る
。
こ
う
し
て
牧
戸
に
従
吊
し
て
い
る
う
ち
に
農
業
の
知
識
を
得
、
地
主

の
信
頼
を
得
れ
ば
、
欠
員
の
生
じ
た
場
合
、
晴
れ
て
耕
作
権
を
得
て
農
村
社

会
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
で
は
専
従
の

牧
畜
者
は
な
く
、
農
民
が
交
替
で
従
事
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
c
．
農
　
　
　
地

　
農
民
に
譲
渡
さ
れ
る
農
地
の
総
面
積
は
二
、
九
八
一
、
四
六
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
、
こ
れ
が
三
六
人
分
で
、
一
人
当
り
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
余
で
あ
る
。
三
六

入
の
農
民
は
平
等
に
共
同
で
境
界
を
設
け
ず
に
所
有
す
る
。
つ
談
り
個
々
の

農
民
は
特
定
の
地
片
を
所
有
す
る
の
で
な
く
、
耕
作
組
ご
と
に
あ
て
が
わ
れ
、

そ
れ
が
毎
年
割
り
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
改
革
前
と
同
様
で
あ
る
。

　
譲
渡
物
件
た
る
農
地
の
所
在
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
字
は
地
方

行
政
単
位
の
、
カ
ッ
コ
の
中
は
そ
の
長
の
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
称
で
あ
る
。

　
　
フ
ァ
ー
ル
ス
州
。
ω
縞
嵩
（
○
も
。
叶
似
O
α
似
同
）
1
…
シ
ー
ラ
ー
ズ
県
。
。
げ
ρ
げ
村
。
ω
一
助
肖

　
（
h
貧
B
餌
巳
弩
）
…
ー
マ
ル
ヴ
ダ
シ
ュ
ト
区
9
喜
ω
げ
（
げ
㊤
軒
忍
ま
鍵
）
ー
ー

　
ラ
ー
ム
ゼ
ル
ド
郡
山
。
プ
珍
四
国
ぴ
。
ヨ
押
ー
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
ρ
鎚
賓
ρ
畠
。
ぴ

　
（
閃
ρ
島
げ
げ
O
α
9
一
）
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な
お
「
郡
」
に
は
長
は
い
な
い
。

　
「
番
地
」
に
護
る
も
の
と
し
て
膨
㌶
騨
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
板

札
」
の
意
の
フ
ラ
ン
ス
語
℃
㌶
ρ
償
。
か
ら
来
た
も
の
で
、
都
衛
で
は
番
地
の

数
字
を
書
い
た
金
属
板
が
塀
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
農
村
に
は
な
い
。
番

地
に
「
一
次
的
」
ρ
牲
剛
と
「
二
次
的
」
貯
肖
．
同
が
あ
り
、
こ
の
文
書
の
農
地

は
、
一
次
的
番
地
が
一
＝
、
二
次
的
番
地
が
二
で
あ
り
、
日
本
の
「
一
一

一
番
地
の
二
」
に
相
博
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
農
地
に
は
毫
然
の
こ
と
と
し
て
水
利
権
富
ρ
ρ
山
げ
ρ
富
ρ
ρ
o
。
・
げ
－
ω
ゲ
。
き

が
と
も
な
う
。
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
そ
れ
は
コ
ル
川
の
ラ
…
ム
ゼ
ル
ド
堰
か
ら

取
水
す
る
水
利
権
八
四
〇
株
ω
魯
母
の
う
ち
の
二
二
株
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

数
字
が
何
に
も
と
つ
く
か
は
調
査
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
コ
ル
川
の
支
流
シ

ー
ヴ
ァ
ソ
ド
川
の
流
域
に
お
い
て
は
、
小
麦
　
、
○
○
○
胃
、
ン
（
一
マ
ン
は

約
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
播
種
す
る
に
必
要
な
水
量
を
一
株
と
し
て
い
る
。
ラ

…
ム
ゼ
ル
ド
堰
の
場
合
も
小
麦
の
播
種
量
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
コ
ル
川
流
域
は
ペ
ル
セ
ポ
ジ
ス
の
後
背
地
と
し
て
古
く
か
ら
農
業
が

栄
え
て
い
た
。
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
か
ら
二
六
〇
キ
ロ
上
流
「
乙
女
の
憂
し
O
Q
録
σ
p
－

σ
ム
○
障
長
官
と
い
う
名
の
ダ
ム
跡
は
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
も
の
で
、
大
理
石
に

似
た
結
晶
石
灰
岩
を
用
い
た
み
ご
と
な
石
組
み
で
あ
る
。
ラ
ー
ム
ゼ
ル
ド
堰

は
サ
サ
ン
朝
の
建
設
、
セ
ル
ジ
ュ
…
ク
朝
の
再
建
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

コ
ル
川
の
こ
れ
よ
り
遙
か
下
流
に
「
バ
ソ
デ
・
ア
ミ
…
ル
」
の
名
で
知
ら
れ

る
有
名
な
ダ
ム
が
あ
り
、
こ
れ
は
九
六
〇
年
、
ブ
ワ
イ
朝
の
建
設
で
あ
る
が
、

ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
時
代
に
す
で
に
そ
こ
に
ダ
ム
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
農
民
が
土
地
を
獲
得
し
た
の
は
農
地
改
革
の
第
二

段
階
と
し
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
村
の
地
主
が
二
人
以
上
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
第
二
段
階
の
措
置
の
一
つ
と
し
て
、
農
地
を
地
主
と
農
民
で
分

割
欝
ρ
。
。
目
旨
す
る
も
の
が
あ
り
、
分
割
の
比
率
は
従
来
の
地
主
と
農
民
と
の

収
穫
物
配
分
比
に
等
し
く
す
べ
き
こ
と
が
条
文
に
見
え
て
い
る
。
ポ
レ
・
ノ

ウ
村
の
場
合
、
灌
概
農
地
の
冬
作
（
小
麦
・
大
麦
）
が
二
対
一
、
夏
作
（
棉

・
甜
菜
・
野
菜
な
ど
）
が
一
対
一
、
非
灌
無
地
（
小
麦
・
大
麦
）
が
一
対
四

で
あ
っ
た
た
め
、
農
地
の
分
割
も
そ
の
と
お
り
行
な
わ
れ
た
。
農
地
に
は
水

利
権
が
附
属
し
て
い
る
か
ら
、
地
主
と
農
民
の
水
の
配
分
比
も
同
様
で
、
灌

瀧
農
地
の
冬
作
で
は
二
対
一
と
な
る
。
用
水
の
配
分
は
実
際
上
は
地
主
の
差

配
人
事
ヨ
似
葦
巳
。
が
配
水
表
を
作
っ
て
所
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
も
と
づ

い
て
や
は
り
地
主
に
雇
わ
れ
て
い
る
畑
番
α
ρ
ω
簿
び
習
が
水
路
の
開
閉
を
つ

か
さ
ど
る
。
第
一
章
に
引
い
た
「
地
主
が
文
書
の
と
お
り
配
水
し
な
い
」
と

い
う
農
民
の
不
満
の
お
こ
る
根
拠
は
こ
の
箇
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
農
民
が

地
主
に
抗
議
し
て
も
地
主
は
そ
れ
に
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
蒔
に
農
民
が

実
力
に
訴
え
、
副
番
の
隙
を
ね
ら
っ
て
農
民
側
へ
の
水
路
を
開
い
た
り
す
る

と
、
地
主
は
さ
ら
に
報
復
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
は
農
民
の
負
で
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あ
る
。

　
こ
の
文
轡
に
は
売
買
物
件
た
る
農
地
の
区
域
を
説
明
し
て
あ
る
。
一
〇
本

の
杭
三
二
①
を
打
っ
て
測
量
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
、
「
第
何
番
の
杭
か
ら

何
番
の
杭
ま
で
何
メ
ー
ト
ル
」
と
い
う
風
に
書
い
て
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
農
民
た
ち
は
何
も
知
ら
な
い
。
測
蚤
図
を
見
る
か
測
量
し
た
人
に
聞

け
ば
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
農
地
改
革
に
よ
っ
て
土
地
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
も
、
農
民
た
ち
は
そ
の
土
地
全
体
の
面
積
．
形
態
．
境
界
な
ど

に
つ
い
て
明
確
な
認
識
を
も
た
な
い
。
改
革
以
前
と
同
様
、
自
分
の
耕
作
組

に
あ
て
が
わ
れ
た
地
片
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
土
地
の
区
域
を
示
す
伝
統
的
な
方
法
は
境
界
線
立
看
匿
を
も
っ
て
す
る

こ
と
で
あ
る
。
境
界
線
で
囲
ま
れ
た
範
囲
を
ゲ
。
自
仙
と
い
う
。
そ
れ
は
隣

接
地
と
の
境
界
線
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
書
で
も
そ

の
と
お
り
で
あ
る
。
測
量
に
よ
っ
て
得
た
数
値
を
出
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
だ

け
は
近
代
的
で
あ
る
。
隣
接
地
の
地
主
が
承
認
す
れ
ば
、
そ
の
境
界
線
は
正

し
い
も
の
と
さ
れ
る
。
水
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
乾
燥
地
帯
で
は
、
面
積

の
数
値
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
そ
し
て
面
積
は
し
ば
し
ば
小
麦
の
播
種
量

　
（
重
窓
）
に
よ
っ
て
蓑
わ
さ
れ
る
。

　
農
民
に
譲
渡
さ
れ
る
芝
地
の
総
価
格
は
二
〇
八
、
一
一
六
リ
ア
ル
、
一
人

当
り
五
、
七
八
一
リ
ア
ル
、
こ
れ
は
毎
年
五
七
八
リ
ア
ル
ず
つ
一
〇
安
田
に

売
主
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
。
こ
れ
は
農
地
改
革
法
の
規
定
に
よ
る
。
一
リ

ア
ル
は
一
九
七
〇
年
頃
で
約
四
円
で
あ
る
。
農
地
の
代
金
は
農
民
に
と
っ
て

た
い
し
た
負
担
で
は
な
い
。
大
人
の
単
純
肉
体
労
働
の
日
当
が
こ
の
地
方
で

約
一
〇
〇
ジ
ア
ル
（
大
都
会
で
は
一
壷
○
）
で
あ
り
、
農
民
一
人
の
噺
得
に

ほ
ぼ
等
し
い
。

三
文
書
の
試
訳

　
文
書
は
縦
四
三
セ
ソ
チ
、
横
三
五
セ
ン
チ
、
イ
ラ
ン
法
務
省
所
定
の
用
紙

で
あ
り
、
そ
の
二
枚
に
わ
た
っ
て
手
書
き
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
地
主
と
農

民
の
署
名
が
つ
い
て
お
り
、
農
民
の
は
ほ
と
ん
ど
栂
印
で
あ
る
。
作
成
者
は

ブ
ァ
ー
ル
ス
登
記
区
シ
ー
ラ
ー
ズ
第
八
公
証
人
役
場
で
あ
る
。

　
　
　
　
売
主

　
マ
フ
ム
ー
ド
・
デ
フ
カ
ー
ソ
氏
と
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
デ
フ
カ
ー
ソ

氏
一
遍
お
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
発
行
の
九
七
三
号
・
九
七
二
号
の
身
分
証
明
書

所
有
者
、
と
も
に
故
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
バ
ー
ケ
ル
・
デ
フ
カ
ー
ソ
氏
の
子
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
シ
ャ
コ

が
そ
れ
ぞ
れ
六
ダ
ー
ソ
グ
の
う
ち
無
境
界
で
一
ダ
ー
ン
グ
ず
つ
を
所
有
す
る
。

故
フ
ァ
ー
テ
メ
・
ヘ
ダ
ー
ヤ
ト
夫
人
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
一
一
六
一
〇
号
身

分
証
明
書
所
有
者
で
、
故
モ
ル
タ
ザ
ー
・
コ
リ
ー
〃
サ
ニ
ー
オ
ッ
ド
ウ
レ
”

の
子
1
の
掘
続
人
た
ち
で
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
区
の
裁
判
勝
〔
複
数
〕
の
第
一

部
の
四
五
五
二
号
一
三
四
八
年
一
二
月
二
〇
日
の
遺
産
相
続
公
示
証
明
書
に
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も
と
づ
き
、
そ
の
氏
名
は
次
の
と
お
り
。
一
、
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
バ
ー
ケ
ル
・

ソ
フ
ラ
ー
ブ
・
デ
フ
カ
ー
ソ
氏
ー
テ
ヘ
ラ
ソ
第
四
区
の
二
九
八
四
号
身
分

証
明
書
所
有
者
、
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
デ
フ
カ
ー
ン
氏
の
子
。
男
子
。

二
、
サ
フ
ィ
ー
・
ナ
ー
ズ
・
デ
フ
カ
ー
ン
夫
人
ー
テ
ヘ
ラ
ン
第
二
区
の
三

一
号
身
分
証
明
書
駈
有
者
、
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
デ
フ
カ
ー
ソ
民
の
子
、

女
子
。
三
、
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
一
ア
フ
カ
ー
ソ
氏
－
上
述
、
配
偶
考
。

四
、
シ
ョ
ウ
カ
ト
・
セ
パ
ー
シ
ー
夫
人
ー
テ
ヘ
ラ
ソ
＝
六
一
一
号
身
分

証
明
書
所
書
四
者
、
故
メ
フ
デ
ィ
ー
の
子
、
故
フ
ァ
；
テ
メ
・
ヘ
ダ
ー
ヤ
ト
夫

人
の
母
。
以
上
四
人
で
六
ダ
ー
ソ
グ
の
う
ち
の
無
境
界
の
一
ダ
ー
ソ
グ
を
所

有
す
る
。
こ
れ
は
細
続
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
上
記
マ
フ
ム
ー
ド
・
デ
フ
カ

ー
ン
氏
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
で
自
宅
所
有
者
一
は
、
自
己
の
権
利
と

し
て
、
ま
た
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
デ
フ
カ
ー
ソ
属
、
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
バ

ー
ケ
ル
・
ソ
フ
ラ
ー
ブ
・
デ
フ
カ
ー
ソ
角
、
シ
ョ
ウ
カ
ト
・
セ
パ
ー
シ
ー
夫

人
、
サ
フ
ィ
…
・
ナ
ー
ズ
・
デ
フ
カ
ー
ソ
夫
人
の
代
理
人
と
し
て
、
直
接
聞

接
に
取
引
を
行
な
っ
た
。
そ
の
委
任
状
は
、
テ
ヘ
ラ
ン
登
記
区
の
第
＝
一
公

証
人
国
玉
の
五
五
九
四
管
写
一
三
四
六
年
四
月
二
七
日
と
五
五
九
四
二
号
一

三
四
六
年
四
月
二
七
日
の
も
の
、
お
よ
び
テ
ヘ
ラ
ン
第
一
〇
八
公
証
人
役
場

の
四
五
八
一
四
号
一
三
四
九
年
一
月
一
一
三
日
の
も
の
、
お
よ
び
ベ
イ
ル
ー
ト

駐
在
イ
ラ
ン
王
国
総
領
事
館
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ジ
ー
．
ア
リ
！
・
ア
ク
バ
ル
・
ジ
ョ
ウ
カ
ー
ル
氏
ー
ー
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ

の
五
七
一
号
身
分
証
明
書
所
有
者
、
故
ハ
ー
ジ
ー
・
ア
ブ
ド
ル
カ
リ
ー
ム
の

子
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
1
は
六
ダ
ー
ソ
グ
の
う
ち
無
境
界
の
一
ダ
ー
ソ

グ
半
を
所
有
す
る
。

　
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
氏
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
九
＝
＝
号
身
分

証
明
書
所
有
者
、
一
三
三
五
年
五
月
一
五
日
生
ま
れ
。
ナ
ー
デ
ル
・
ア
ブ
ド

ッ
ラ
ー
ヒ
i
氏
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
五
四
八
号
身
分
証
明
書
所
有
者
。
マ
フ
ブ

ー
ベ
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
嬢
ー
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
＝
二
八
七
号
身
分
証
明
書

所
有
者
、
一
一
ご
ゴ
ニ
年
九
月
二
四
臼
生
ま
れ
。
マ
フ
ラ
カ
ー
・
ア
ブ
ド
ヅ
ラ

ー
ヒ
ー
嬢
－
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
六
七
六
号
身
分
証
明
書
所
有
者
。
以
上
の
各
人

は
四
分
の
一
ダ
ー
ソ
グ
ず
つ
所
有
す
る
。
フ
ェ
リ
ー
バ
ー
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー

ヒ
ー
嬢
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
一
六
三
号
身
分
証
明
書
所
有
者
、
一
三
四
三
年
三

月
二
日
生
ま
れ
一
が
六
ダ
ー
ソ
グ
の
う
ち
無
境
界
の
半
ダ
ー
ソ
グ
を
所
有

す
る
。
以
上
五
人
の
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
氏
嬢
は
、
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
・
ア
ブ

ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
氏
i
シ
ー
ラ
ー
ズ
四
九
八
七
三
号
身
分
証
明
書
所
有
者
、

故
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ホ
セ
イ
ソ
の
子
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
バ
ー
ゲ
・
タ
フ
ト
通
の

住
民
、
自
宅
所
有
者
i
の
子
で
あ
る
。
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
！

ヒ
ー
氏
は
年
少
の
二
人
の
子
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
氏
l
i

一
三
三
五
年
五
月
一
五
日
生
ま
れ
一
と
フ
ェ
リ
ー
パ
i
・
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー

ヒ
ー
嬢
1
…
一
一
三
四
三
年
三
月
二
日
生
ま
れ
ー
ー
と
の
後
見
人
と
し
て
こ
の

取
引
を
行
な
っ
た
。
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売
買
物
件
た
る
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
農
地
の
全
体
に
お
け
る
売
主
た
ち
の
持

分
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
売
買
契
約
文
書
の
売
買
物
件
は

農
地
と
そ
の
水
利
権
に
限
ら
れ
て
お
り
、
家
屋
や
立
木
は
取
引
の
対
象
に
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
上
記
売
主
た
ち
の
家
屋
立
木
に
お
け
る
持
分
は
登
記

簿
に
従
う
。

　
　
　
　
買
主

　
〔
人
名
省
略
、
二
の
b
参
照
〕
各
人
は
取
引
物
件
の
三
六
人
分
の
無
境
界

の
一
人
分
を
断
有
し
、
一
区
蘭
の
農
地
全
体
の
三
六
人
分
の
う
ち
の
一
人
分

に
相
当
す
る
。
そ
の
面
積
は
一
一
、
九
八
一
、
四
六
〇
平
方
メ
…
ト
ル
（
一
人

当
り
八
二
、
八
一
八
と
三
分
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で
、
買
主
は
す
べ
て
取

引
物
件
た
る
ポ
レ
・
ノ
ウ
農
地
の
怯
民
で
あ
る
。

　
た
だ
し
買
主
た
る
四
番
の
農
民
コ
リ
ー
・
パ
ー
ダ
キ
ー
は
こ
の
時
点
（
一

三
五
〇
年
三
月
一
五
日
）
ま
で
に
取
引
遂
行
の
た
め
に
出
頭
せ
ず
、
署
名
の

た
め
に
住
地
に
も
不
在
で
あ
っ
た
の
で
、
辞
退
者
と
み
な
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
シ
ア
…
ヴ
ァ
シ
ュ
・
ヘ
ソ
マ
ト
技
師
ー
シ
ー
ラ
ー
ズ
八
一
〇
〇
一
号

身
分
証
重
書
所
猛
者
、
セ
イ
フ
ォ
ッ
ラ
i
・
ヘ
ン
マ
ト
の
子
、
シ
ー
ラ
ー
ズ

の
住
民
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
県
協
同
組
合
農
村
問
題
局
員
…
が
農
地
改
革
法
追

加
法
施
量
感
剣
第
三
七
条
に
も
と
づ
き
、
上
記
の
辞
退
し
た
買
主
の
代
理
と

し
て
本
契
約
書
と
関
係
登
記
書
類
に
署
名
を
行
っ
た
。

　
農
地
全
体
の
三
六
人
分
の
す
べ
て
は
、
そ
の
面
積
二
、
九
八
一
、
四
六
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
、
す
な
わ
ち
二
九
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
一
、
四
六
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
で
あ
り
、
フ
ァ
ー
ル
ス
州
第
六
区
ラ
ー
ム
ゼ
ル
ド
郡
に
あ
る
｝
一
一
番
地

の
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
す
べ
て
の
分
割
農
地
の
う
ち
の
一
一
一
番
地
の
二
で
あ

り
、
上
記
の
売
主
た
る
地
主
の
所
有
で
あ
る
。
そ
の
土
地
は
コ
ル
川
の
水
を

ラ
ー
ム
ゼ
ル
ド
堰
か
ら
引
く
八
四
〇
株
の
う
ち
の
二
二
株
の
水
利
権
を
も
ち
、

そ
の
配
分
は
水
国
有
化
法
に
も
と
つ
く
（
す
な
わ
ち
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
分
割

農
地
の
灌
漉
農
地
に
お
い
て
は
、
冬
作
の
三
分
の
一
、
夏
作
の
二
分
の
一
が

農
民
の
取
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
買
主
た
る
農
民
の
水
利
権
は
、

全
体
の
分
割
農
地
の
声
望
農
地
の
全
水
利
権
か
ら
こ
の
比
率
に
よ
る
。
す
な

わ
ち
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
全
体
の
水
利
権
二
二
株
の
内
訳
は
上
記
の
説
明
に
従

う
）
。
な
お
ナ
ス
ラ
ー
バ
…
ド
の
土
地
か
ら
水
路
を
引
く
権
利
を
も
ち
、
そ

の
持
分
比
と
内
容
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
県
登
記
局
の
八
〇
九
五
号
一
三
四
七
年
四

月
一
五
日
の
公
告
ー
ー
そ
の
附
属
書
類
は
こ
の
公
証
人
役
場
に
あ
る
一
の

内
容
に
も
と
つ
く
。
上
記
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
に
関
し
て
登
記
が
求
め
ら
れ
、
区

域
確
認
の
作
業
が
行
わ
れ
た
。
上
記
村
落
の
土
地
の
区
域
と
特
色
、
お
よ
び

こ
の
村
落
の
他
の
物
件
の
区
域
と
特
色
は
、
登
記
簿
の
内
容
の
と
お
り
で
あ

り
、
こ
の
文
書
の
物
件
の
区
域
と
特
色
は
下
記
の
と
お
り
で
、
シ
ー
ラ
…
ズ

県
登
記
局
の
三
五
〇
九
三
号
一
三
四
八
年
一
一
月
一
七
臼
の
公
式
測
量
調
書

の
内
容
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
売
買
物
件
の
区
域
と
特
色
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シ
ー
ラ
ー
ズ
鼎
農
地
改
革
農
業
協
同
局
の
一
五
〇
七
号
一
三
瞬
七
年
三
月

六
日
の
文
書
、
な
ら
び
に
そ
の
文
書
に
附
属
し
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
…

ル
ス
州
第
六
区
ラ
ー
ム
ゼ
ル
ド
郡
一
一
一
番
地
た
る
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
分
割

農
地
は
、
上
述
の
売
主
た
る
地
主
の
持
分
に
応
じ
て
、
農
地
改
革
門
戸
州
法

第
一
条
第
三
項
を
実
施
す
る
に
轟
っ
て
、
一
方
で
は
地
主
た
ち
と
、
他
方
で

は
三
六
人
分
の
耕
作
権
に
お
け
る
三
六
人
置
農
民
と
の
間
で
、
収
穫
物
の
配

分
比
に
応
じ
て
分
割
の
対
象
と
な
っ
た
（
灌
概
農
地
の
、
冬
作
は
三
分
の
一
、

夏
作
は
二
分
の
一
、
非
灌
概
作
物
の
五
分
の
四
が
、
農
畏
の
取
分
で
あ
る
）
。

そ
の
結
果
、
農
地
分
割
調
書
　
　
シ
ー
ラ
ー
ズ
県
農
地
改
革
局
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
同
局
の
確
認
を
受
け
て
書
類
に
附
録
さ
れ
て
い
る
一
の
内
容
に
従

っ
て
、
一
五
、
二
八
○
マ
ソ
あ
る
す
べ
て
の
馬
繋
農
地
の
冬
作
と
夏
作
の
う

ち
か
ら
五
、
三
六
〇
マ
ソ
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
水
利
権
と
と
も
に
農
民
の

取
分
と
な
る
。
ま
た
分
割
さ
れ
る
葬
灌
概
農
地
の
二
、
七
三
五
マ
ン
の
う
ち

二
、
一
八
七
マ
ソ
が
農
民
の
取
分
と
な
り
、
概
括
的
境
界
に
よ
っ
て
農
民
に

分
離
譲
渡
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
農
民
の
取
分
の
境
界
決
定
に
つ
い
て
、
地
主
の

所
有
た
る
土
地
の
う
ち
分
割
に
該
当
す
る
も
の
も
し
な
い
も
の
も
と
も
に
、

シ
ー
ラ
；
ズ
県
登
記
局
に
よ
り
公
式
測
量
が
実
施
さ
れ
る
。
上
記
登
記
局
の

公
式
測
量
調
書
一
そ
の
一
部
が
三
五
〇
六
三
号
一
三
四
八
年
一
一
月
｝
七

日
と
し
て
本
公
証
人
役
場
に
送
付
さ
れ
て
書
類
に
附
録
さ
れ
て
い
る
…
一
の

内
容
に
も
と
づ
き
、
上
記
村
落
の
分
割
農
地
か
ら
三
六
人
の
農
民
の
持
分
に

対
し
て
、
一
区
画
の
農
地
の
全
体
、
そ
の
薗
積
二
、
九
八
一
、
四
六
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
、
す
な
わ
ち
二
九
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
一
、
四
六
〇
平
方
メ
…
ト
ル
が

一
一
一
番
地
の
二
と
し
て
、
前
述
の
ご
と
く
水
利
権
と
と
も
に
三
六
人
の
農

民
に
均
等
に
分
配
さ
れ
た
。
こ
の
土
地
の
農
民
の
持
分
は
農
民
に
分
割
譲
渡

さ
れ
た
。
そ
の
区
域
と
特
色
は
上
記
公
式
測
量
調
書
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り

で
あ
る
〔
二
の
C
で
述
べ
た
ご
と
く
意
味
不
関
な
の
で
省
略
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
　
エ
　
　
ア
ル
　
ゼ

　
な
お
上
記
農
民
の
取
分
た
る
農
地
の
中
で
、
二
箇
所
の
村
郭
の
敷
地
－

農
民
の
住
居
が
そ
こ
に
あ
り
地
主
は
そ
の
二
箇
所
の
村
郭
に
持
分
を
も
た
な

い
…
一
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
農
民
の
農
地
面
積
に
含
ま
れ
な
い
。
ま

た
上
記
村
勢
は
農
民
の
家
屋
の
あ
る
場
所
で
、
三
箇
の
門
と
、
物
置
〔
単
数
〕

と
、
二
軒
の
高
層
家
屋
と
、
一
軒
の
家
畜
小
屋
と
、
そ
の
他
の
物
置
〔
複
数
〕

が
そ
の
申
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
地
主
と
農
民
の
共
有
で

あ
る
。

　
ま
た
上
記
測
量
対
象
地
区
の
う
ち
、
農
民
の
取
分
を
除
き
、
分
割
農
地
以

外
の
も
の
な
ら
び
に
分
割
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
は
、
上
記
公
式
測
蚤
調
霧

の
内
容
に
も
と
づ
き
、
依
然
と
し
て
売
主
た
る
地
主
の
所
有
で
あ
り
、
各
地

主
の
持
分
比
に
よ
る
。
ま
た
測
量
対
象
物
の
う
ち
他
の
物
件
に
し
て
農
民
の

持
分
に
関
り
な
く
こ
の
文
書
に
　
冨
及
の
な
い
も
の
は
、
上
記
測
最
調
書
の
内

容
に
従
う
。
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よ
っ
て
下
記
の
日
附
に
亮
買
関
係
者
は
公
証
人
役
場
に
出
頭
し
、
双
方
と

も
、
上
記
農
地
改
革
局
の
概
括
的
分
割
調
書
の
内
容
と
、
上
記
局
員
の
作
業

と
、
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
に
関
す
る
シ
…
ラ
…
ズ
眼
登
記
局
の
公
式
測
量
調
書
の

全
内
容
を
確
認
し
承
認
し
た
。
上
記
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
地
主
一
こ
の
文
書

で
は
売
主
と
呼
ば
れ
る
一
は
上
記
村
落
の
農
民
の
持
分
を
、
三
六
人
の
農

民
i
こ
の
文
書
で
は
買
主
と
呼
ば
れ
る
一
の
取
分
と
し
て
、
そ
れ
に
附

随
す
る
水
利
権
と
と
も
に
上
述
の
説
明
の
と
お
り
こ
の
文
書
に
従
っ
て
こ
の

村
の
地
主
の
所
有
分
か
ら
こ
の
文
書
の
買
主
た
る
三
六
人
の
農
民
に
対
し
て

譲
渡
を
完
了
し
た
。
そ
し
て
以
後
一
切
双
方
の
間
に
紛
争
な
く
契
約
を
終
了

し
た
。
今
後
こ
の
取
引
の
一
方
が
こ
の
文
書
に
述
べ
ら
れ
た
諸
条
項
に
対
し

て
異
議
を
提
出
し
て
も
無
効
で
あ
る
。

　
　
　
　
価
格

　
二
〇
八
、
一
一
六
リ
ア
ル
の
額
を
現
行
通
貨
に
よ
り
、
そ
の
す
べ
て
は
買

主
の
責
任
で
（
一
人
当
り
五
、
七
八
一
リ
ア
ル
）
一
〇
年
間
均
等
劉
り
に
て

＝
二
五
〇
年
六
月
一
日
よ
り
、
各
人
毎
年
五
七
八
リ
ア
ル
を
売
主
に
対
し
て

売
主
の
持
分
に
応
じ
て
支
払
い
、
毎
圓
の
支
払
い
ご
と
に
公
式
領
収
証
を
売

主
か
ら
受
け
取
る
。
そ
し
て
土
地
の
登
記
は
完
了
し
た
。
そ
し
て
売
買
物
件

の
利
益
は
予
め
誰
に
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
売
買
物
件
は
買
主
の
均
等

な
所
有
の
下
に
あ
る
。
そ
の
の
ち
買
主
は
す
べ
て
の
売
買
物
件
を
全
価
格
に

対
し
て
一
〇
年
間
、
以
下
の
日
付
よ
り
売
主
に
対
し
て
抵
当
と
し
て
提
供
し

た
。
こ
の
抵
当
は
全
額
が
売
主
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
支
払
わ
れ
る
ま

で
は
消
滅
し
な
い
。
こ
の
借
用
文
書
の
交
換
一
そ
れ
が
抵
豪
の
正
し
い
条

件
で
あ
る
一
が
な
さ
れ
、
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
再
び
抵
当
物

件
は
買
主
の
所
有
に
返
却
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
利
益
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

買
主
（
抵
嘉
の
債
務
者
）
が
自
分
の
負
債
を
支
払
わ
ず
、
盛
事
物
件
の
解
除

が
な
さ
れ
な
い
間
は
、
抵
当
物
件
を
売
買
し
た
り
そ
れ
か
ら
利
益
を
得
て
は

な
ら
な
い
。

　
　
イ
ラ
ン
暦
一
三
五
〇
年
二
月
一
四
霞

　
　
イ
ス
ラ
ム
暦
一
三
九
一
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
買
関
係
老
の
署
名

　
こ
の
種
の
文
書
の
書
き
手
は
特
殊
な
知
識
と
低
い
教
養
の
持
主
で
、
知
識

人
の
尊
敬
を
受
け
な
い
。
そ
の
ペ
ル
シ
ア
語
作
文
は
下
等
で
醜
悪
で
あ
り
、

そ
れ
を
理
解
し
な
い
こ
と
が
知
識
人
の
誇
り
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
最
後
の

部
分
、
土
地
代
金
の
支
払
手
続
に
つ
い
て
は
筆
者
の
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ

る
が
、
さ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
地
主
と
農
民
の
取
分
に
つ
い
て

二
五
、
二
八
○
マ
ソ
」
の
う
ち
「
五
、
三
六
〇
マ
ン
」
は
約
三
分
の
一
に

当
る
が
、
こ
の
数
字
は
ロ
ス
タ
ム
．
コ
ル
バ
ー
ニ
ー
の
説
明
で
は
播
種
量
で

あ
る
と
い
う
。
な
お
文
書
作
成
の
日
付
は
、
西
洋
暦
で
は
一
九
七
一
年
五
月

四
日
に
当
る
。
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次
に
こ
の
文
書
に
出
て
く
る
法
律
用
語
に
つ
い
て
一
応
の
訳
語
を
つ
け
て

お
く
。
本
格
的
な
説
明
を
す
る
に
は
そ
の
分
野
で
の
特
別
な
研
究
を
必
要
と

す
る
。

　
。
・
琶
銭
　
契
約
書
、
証
書

　
＆
q
。
Q
帥
げ
　
裁
判
所

　
α
鉱
夢
ワ
包
感
蓉
　
公
証
人
役
場

　
⑦
轟
お
由
？
鷲
窪
　
登
記
局

　
日
。
霞
。
自
－
o
－
ヨ
。
．
帥
白
①
一
〇
　
取
引
物
件

　
、
黙
器
　
土
地
ー
ー
農
地
・
宅
地
そ
の
他
l
i

　
ρ
．
団
似
ジ
轡
、
団
習
岡
　
土
地
以
外
の
不
動
産
一
建
物
・
立
木
な
ど
一

　
N
o
ε
　
配
偶
者
、
偶
数

　
く
弩
。
響
℃
ピ
く
曾
叢
①
　
相
続
人

　
富
賀
（
窪
言
脇
吋
Y
①
之
震
碧
簿
　
遣
産
相
続
公
示

ω
昌
鑓
取
分

　
彊
α
7
9
言
霧
。
　
取
分

　
く
我
β
①
　
担
保

　
養
ぎ
　
担
保

　
諺
鰭
－
9
舜
｝
憩
δ
　
撰
保
物

　
く
①
冨
二
藍
　
委
任
　
出
餌
ヨ
Φ
　
ー
ー
状

　
ρ
謬
Φ
学
長
謬
餌
ヨ
岡
代
理

く
。
賊
網
羅
後
見

置
。
ω
3
p
ぎ
｛
辞
退
者
、
棄
権
者

ヨ
霧
財
謹
鋤
　
該
当
す
る
、
含
ま
れ
た

ヨ
○
ω
言
紹
四
　
該
当
し
な
い
、
例
外
の

魯
毒
↑
⑦
－
日
a
冨
ω
　
調
書
、
議
事
録

や
錠
く
導
創
。
由
。
－
錐
び
織
　
登
記
簿

σq

K
創
⑦
。
。
7
？
鷲
ぴ
島
　
登
記
完
了

臨
σ
q
プ
。
智
嵩
犀
霞
α
霧
　
法
律
行
為
の
成
立
を
公
示
す
る

震
α
霞
£
①
受
¢
－
①
．
言
冨
層
。
，
四
ρ
愈
終
。
魯
ロ
　
消
滅
す
る
（
契
約
な
ど
が
）

閑
。
｝
ご
プ
9
昌
す
べ
て

冨
巨
⑦
σ
q
団
。
審
日
四
日
剛
す
べ
て

ヨ
睾
夢
d
　
今
後

尉
露
　
同
様
に

犀
ρ
欝
欝
9
　
依
然
と
し
て

四
　
農
地
改
革
の
結
果

　
ポ
レ
．
ノ
ウ
村
お
よ
び
そ
の
近
隣
の
農
村
に
つ
い
て
、
階
層
の
変
動
に
中

心
を
お
い
て
農
地
改
革
の
結
果
を
概
観
し
て
み
る
。

　
ケ
イ
ル
ア
ー
バ
ー
ド
村
は
、
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
背
後
の
丘
陵
ク
ー
へ
・
ラ
フ

マ
ト
の
南
麓
、
遺
跡
か
ら
い
え
ば
東
南
方
に
当
る
。
人
口
は
二
六
〇
余
、
灌
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漉
は
丘
陵
か
ら
の
カ
ナ
ー
ト
に
よ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー

系
の
遊
牧
民
が
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
主
が
一
人
で
あ
っ
た
の
で
、
農

地
改
革
第
一
段
階
の
対
象
と
な
り
、
小
作
権
を
も
っ
て
い
た
者
は
す
べ
て
デ

フ
カ
ー
ン
つ
ま
り
自
立
農
民
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
が
す
べ
て
社
会
的
経
済
的
平
等
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
一
般
に
村
長
は
そ
の
職
務
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
収
穫
の
一
定
割
合
が

与
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
地
位
は
一
般
農
民
よ
り
高
い
。
こ
の
こ
と
は
こ
の

村
に
も
あ
て
は
ま
る
。
村
長
は
改
革
前
に
す
で
に
自
分
で
農
地
を
買
い
、
農

業
労
働
者
を
使
っ
て
耕
作
さ
せ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
中
間
層
に
属
し
、

不
在
の
地
主
を
除
い
て
村
内
で
は
最
上
層
に
あ
っ
た
。
改
革
に
よ
っ
て
彼
は

他
の
島
民
と
と
も
に
土
地
を
与
え
ら
れ
、
村
長
の
任
に
も
留
ま
っ
て
い
る
。

彼
は
「
ポ
ン
プ
・
モ
ー
タ
ー
」
を
設
備
し
て
地
下
水
を
灌
概
に
用
い
、
小
麦

や
総
菜
だ
け
で
な
く
果
樹
の
栽
培
も
行
な
い
、
ト
ラ
ク
タ
ー
を
購
入
し
て
賃

事
業
を
営
む
な
ど
、
新
興
の
資
本
家
と
し
て
生
長
し
つ
つ
あ
る
。

　
次
は
マ
ル
ヴ
ダ
シ
ュ
ト
の
町
の
数
キ
ロ
西
方
に
あ
る
セ
シ
ュ
ダ
ー
ソ
ギ
ー

村
で
、
こ
れ
は
人
口
が
七
八
○
も
あ
る
大
き
な
村
で
、
そ
の
土
地
所
有
形
態

は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
光
来
こ
の
村
の
地
主
は
二
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
ダ

ー
ソ
グ
つ
ま
り
半
分
ず
つ
を
、
　
「
マ
フ
ル
ー
ズ
」
つ
ま
り
境
界
つ
き
で
分
舗

所
有
し
て
い
た
。
灌
瀧
の
水
源
は
コ
ル
川
の
支
流
シ
…
ヴ
ァ
ソ
ド
川
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
五
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
新
し
い
漉
概
法
の
導
入
と
と
も
に
新

し
い
型
の
土
地
所
有
形
態
が
出
現
し
た
。
ラ
ム
ト
ン
『
地
主
と
農
民
』
は
一

九
四
九
年
ま
で
の
調
査
結
果
で
あ
る
が
、
そ
の
「
灌
概
」
の
章
に
は
、
フ
ァ

ー
ル
ス
州
な
ど
で
井
戸
に
よ
る
…
催
概
が
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
揚
水
法
は
ウ

シ
や
ラ
バ
を
使
っ
て
バ
ケ
ツ
で
汲
み
上
げ
る
と
い
う
源
始
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
、
し
か
し
フ
ァ
…
ル
ス
州
の
ジ
ャ
フ
ロ
ム
や
カ
ラ
・
ボ
ラ
ー
グ
に
お
い

て
ガ
ソ
リ
ン
・
エ
ン
ジ
ン
に
よ
る
ポ
ン
プ
が
使
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
な
ど
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
揚
水
機
、
ペ
ル
シ
ア
語
で
い
え
ば
負
担
繍
学
争

喝
。
日
℃
（
ポ
ン
プ
・
モ
ー
タ
ー
）
が
セ
シ
ュ
ダ
ー
ソ
ギ
ー
村
に
慰
入
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
こ
の
村
で
資
力
あ
る
農
民
一
三
人
は
、
め
い
め
い
自
力
で
井
戸

（
深
さ
一
丸
ー
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
瀞
を
掘
り
、
「
ポ
ン
プ
・
モ
ー
タ
；
」
を
備
え

つ
け
て
揚
水
し
灌
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ
ら
は
二
人
の
地
主
か
ら
農

地
合
計
三
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
借
り
て
農
業
に
従
事
し
、
毎
年
収
穫
の
一
〇

分
の
一
だ
け
を
地
主
に
さ
し
出
す
。
彼
ら
は
農
業
の
五
要
素
の
う
ち
土
地
以

外
の
も
の
を
す
べ
て
所
有
し
て
い
る
。
シ
ー
ヴ
ァ
ソ
ド
川
の
水
量
が
常
に
乏

し
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
蟄
富
な
地
下
水
を
し
か
も
自
力
で
耕
作
に
使
用
す

る
こ
と
は
、
彼
ら
の
経
済
的
地
位
を
大
い
に
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら

は
「
ポ
ン
プ
灌
概
者
」
汁
巳
O
日
ぴ
⑦
－
犀
弩
と
呼
ば
れ
る
。

　
地
主
二
人
の
う
ち
A
は
所
有
地
五
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
分
益
契
約
に
よ
り

四
八
人
の
農
民
に
耕
作
さ
せ
て
い
た
が
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン
を
導

入
し
て
農
業
の
機
械
化
白
Φ
冨
萬
N
¢
（
〈
即
鑓
伽
。
竃
冨
ひ
）
を
行
な
い
、
そ
れ
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ま
で
の
農
民
を
旦
羅
労
働
者
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
。
農
地
改
革
法
第
三

条
に
、
解
放
さ
れ
な
い
土
地
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
第
二
項
と
し
て
、
機
械

化
農
法
に
よ
り
、
分
益
農
に
よ
ら
ず
、
　
「
農
業
労
働
者
」
に
よ
る
場
合
と
い

う
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
地
主
B
の
土
地
は
第
二
段
階
の
適
用
を
受
け
て
「
分
割
」
さ
れ
、

二
一
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
地
主
の
手
に
残
り
、
一
五
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
三
四
人

の
農
民
に
譲
渡
さ
れ
た
。
A
地
主
の
下
に
残
っ
た
農
民
は
「
農
業
労
働
者
」

と
な
り
、
B
か
ら
土
地
を
得
た
者
は
自
立
農
民
と
な
っ
た
。
自
立
農
民
た
ち

の
農
地
は
三
つ
の
耕
地
区
か
ら
成
り
、
区
ご
と
に
井
戸
を
掘
っ
て
ポ
ン
プ
を

備
え
つ
け
た
。
そ
の
資
金
は
自
己
の
も
の
と
農
業
協
同
組
合
の
融
資
に
よ
る
。

一
方
、
地
主
制
下
で
は
農
法
は
従
来
ど
お
り
旧
式
で
、
水
源
は
シ
ー
ヴ
ァ
ン

ド
川
だ
け
で
あ
る
。

　
か
く
て
こ
の
村
に
は
四
つ
の
土
地
所
有
形
態
、
す
な
わ
ち
機
械
化

ヨ
⑦
瀕
鼠
N
。
、
ポ
ン
プ
毒
魚
け
。
ざ
諺
σ
①
浄
黒
円
、
自
立
農
奴
①
げ
3
畝
、
地
主

制
舞
げ
餅
寓
が
並
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
村
内
の
階
層
は
、
上
に

ポ
ン
プ
灌
灘
者
、
中
に
自
立
農
民
、
下
に
農
業
労
働
者
と
い
う
よ
う
に
分
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
従
来
は
「
農
民
」
と
し
て
の
連
帯
感
を
も

っ
て
い
た
人
々
の
、
あ
る
も
の
は
上
昇
し
て
自
立
し
た
が
、
他
の
者
は
下
降

し
て
農
業
労
働
者
と
な
り
、
村
内
に
心
理
的
不
和
を
ひ
き
お
こ
し
た
こ
と
で

あ
る
。
自
立
農
民
と
農
昆
は
土
地
に
対
し
て
継
続
的
罐
利
を
も
つ
た
め
、
村

内
に
お
け
る
そ
の
地
位
は
高
く
、
一
方
そ
の
権
力
を
も
た
な
い
も
の
の
地
位

よ
藪
、
。

4
イ
し

　
さ
て
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
は
人
口
三
〇
〇
足
ら
ず
、
遊
牧
民
の
定
着
し
た
村
で

あ
る
。
用
水
は
も
っ
ぱ
ら
コ
ル
川
か
ら
得
て
い
る
。
農
地
改
革
第
二
段
階
に

該
当
し
、
地
主
と
農
民
の
間
に
分
割
が
行
な
わ
れ
た
。
改
革
ま
で
村
長
を
勤

め
て
い
た
の
は
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
コ
ル
バ
ー
二
一
で
、
三
六
年
の
長

き
に
わ
た
っ
て
そ
の
職
に
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
職
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
に
よ

り
、
他
の
農
民
た
ち
よ
り
遙
か
に
有
力
と
な
っ
た
。
彼
は
こ
の
村
で
唯
一
の

「
ハ
ー
ジ
ー
」
で
あ
る
。
五
人
の
男
子
（
う
ち
末
の
二
人
は
独
身
で
一
入
前

と
も
い
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
）
に
そ
れ
ぞ
れ
小
作
権
を
も
た
せ
、
改
革
と
と

も
に
み
な
自
立
農
畏
と
な
っ
た
。
コ
ル
バ
ー
ニ
ー
家
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
慣
習

の
と
お
り
男
子
に
対
す
る
財
産
の
均
分
を
み
ご
と
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
一
方
、
現
在
の
村
長
は
三
六
人
の
農
民
か
ら
く
じ
引
き
で
選
出
さ
れ
た

も
の
で
、
単
な
る
走
り
使
．
い
に
す
ぎ
ず
、
強
い
指
導
力
を
も
た
な
い
。
こ
の

点
、
ケ
イ
ル
ア
ー
バ
ー
ド
の
村
長
が
改
革
前
後
を
通
じ
て
指
導
力
を
発
揮
し

て
い
る
の
と
相
違
す
る
。

　
要
す
る
に
農
地
改
革
は
、
地
主
と
農
民
お
よ
び
農
民
間
の
格
差
を
な
く
す

る
の
に
何
の
貢
献
も
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
最
後
に
イ
ラ
ン
農
村
の
将
来
態
考
え
る
た
め
に
、
ポ
レ
・
ノ
ウ
村
の
⑦
ケ
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シ
ャ
ー
ヴ
ァ
ル
ズ
家
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
家
は
コ
ル
バ
ー
ニ
ー
家
と
姻
戚

関
係
に
あ
る
。
後
者
が
五
人
分
の
耕
作
権
を
も
つ
の
に
反
し
て
、
前
身
は
一

人
分
し
か
も
た
な
い
。
家
長
ベ
グ
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
農
業
に
従
事
し
て
い
る

が
、
か
な
り
老
齢
で
あ
る
。
長
男
ハ
ー
ン
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
村
に
倥
み
、
農

業
そ
の
他
の
旦
羅
労
働
を
し
て
い
る
。
次
男
シ
ャ
ー
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
辺
地

で
コ
ン
バ
イ
ン
の
運
転
手
を
し
て
い
る
。
二
人
と
も
家
族
を
も
っ
て
い
る
。

三
男
ア
リ
ー
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
二
〇
歳
ほ
ど
で
独
身
、
近
く
の
運
河
工
事
場

へ
通
っ
て
い
る
。
四
男
ア
…
ガ
i
・
バ
ー
バ
ー
は
老
齢
の
父
を
助
け
て
農
業

を
し
て
い
る
。
五
男
ア
リ
ー
・
バ
ー
バ
ー
は
ま
だ
年
少
で
あ
る
。
こ
の
家
は

コ
ル
バ
ー
ニ
ー
家
と
同
じ
く
五
人
の
男
子
が
あ
り
な
が
ら
、
耕
作
権
が
一
人

分
し
か
な
い
た
め
、
長
男
か
ら
し
だ
い
に
独
立
し
て
自
立
の
道
を
拓
い
て
い

る
。
父
の
農
業
を
継
承
す
る
の
は
四
男
で
あ
ろ
う
。
今
ち
ょ
う
ど
世
代
の
交

替
期
で
、
四
男
が
農
業
を
す
る
年
齢
に
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
五
男
も

家
を
出
る
の
で
は
な
い
か
。
コ
ル
パ
ー
ニ
ー
家
の
場
合
、
す
べ
て
農
業
で
あ

る
が
、
上
の
三
人
は
独
立
し
て
お
り
、
下
二
人
が
両
親
と
と
も
に
い
る
。
末

子
モ
フ
タ
ー
ル
が
最
後
ま
で
両
親
の
も
と
に
残
る
は
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に

「
末
子
相
続
」
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
習
慣
が
で
き
あ
が
っ

て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
少
数
の
事
例
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
つ
ぎ
に
は
と
く
に
ケ
シ
ャ
：
ヴ
ァ
ル
ズ
家
の
三
男
ア
リ
ー
．
ミ
ー
ル
ザ
…

を
と
り
あ
げ
た
い
。
彼
は
こ
の
村
の
中
で
は
比
較
的
教
育
を
受
け
て
い
る
。

そ
れ
も
学
校
で
な
く
私
塾
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
聡
現
で
あ
っ
た
の
か
そ

の
の
ち
技
術
を
学
び
、
今
は
運
河
工
事
場
で
機
械
の
整
備
工
を
し
て
い
る
。

日
給
は
一
五
〇
リ
ア
ル
（
単
純
肉
体
労
働
な
ら
、
成
年
者
で
一
〇
〇
、
未
成

年
者
で
七
〇
ほ
ど
）
で
あ
る
。
現
在
は
こ
の
村
の
近
く
で
工
事
が
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
が
終
れ
ば
よ
そ
へ
移
る
。
そ
れ
が
遠
く
て
家
か
ら
通
え
な

く
て
も
彼
は
気
に
し
な
い
。
ど
う
せ
自
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
村

に
倥
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
シ
ャ
ー
ヴ
ァ
ル
ズ
家
と
コ

ル
バ
ー
二
i
家
を
比
較
す
る
と
、
農
村
に
お
け
る
社
会
的
地
位
は
後
者
が
は

る
か
に
上
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
的
に
は
い
ち
が
い
に
は
言
え
な
い
。
コ
ン

パ
イ
ソ
の
運
転
手
や
機
械
の
整
備
士
な
ど
特
殊
技
能
の
持
主
の
収
入
は
、
平

均
的
農
昆
よ
り
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
農
村
に
怯
み
な
が
ら
耕
作

権
を
も
た
な
い
者
は
「
ホ
シ
ュ
ネ
シ
ー
ン
」
と
し
て
今
ま
で
は
低
く
見
ら
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
教
育
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
今
ま
で
の
イ
ラ
ン
に
あ
っ

て
は
地
主
と
知
識
人
と
官
吏
が
三
位
一
体
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ー
：
ミ
ー
ル
ザ

ー
が
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
家
に
多
少
の
資
力
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
イ
ラ
ン
政
府
が
豊
富
な
予
算
を
も
っ
て
推
進

し
て
い
る
教
育
の
普
及
向
上
の
政
策
に
よ
っ
て
、
階
層
に
か
か
わ
り
な
く
零

時
の
能
力
が
開
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
騒
来
の
体
制
を
大
き
く
変
動
さ

せ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
コ
ル
バ
ー
ニ
ー
家
は
旧
来
の
体
制
の
下
で
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の
成
功
者
で
あ
る
。
ケ
イ
ル
ア
…
バ
ー
ド
の
村
長
は
「
新
興
の
資
本
家
」
と

し
て
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。
ア
リ
ー
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ケ
シ
ャ
ー
ヴ
ァ
ル

ズ
と
い
う
青
年
に
は
未
知
の
未
来
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
農
地
改
革
と
し
て

の
こ
の
農
地
売
買
契
約
文
書
に
関
り
の
な
い
彼
に
注
目
し
た
い
。

　
農
村
を
考
え
る
場
合
、
地
主
を
も
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
在
地
主
で
あ
れ
ば
農
村
調
査
か
ら
脱
落
す
る
の
も

や
む
を
え
な
い
。
地
主
の
中
に
も
、
陥
来
の
特
権
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
「
眠

っ
て
い
る
」
の
と
、
意
欲
的
に
時
代
の
進
展
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
者

と
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
先
王
レ
ザ
ー
・
シ
ャ
ー
の
隣
代
以
来

顕
著
と
な
っ
た
政
府
の
介
入
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て

問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
中
央
政
府
の
根
本
政
策
で
は
な
く
て
、
行
政
機
関

の
末
端
に
あ
っ
て
農
民
と
接
触
す
る
下
級
官
吏
の
人
格
と
能
力
な
の
で
あ
る
。
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